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第81号 令和３年５月１日広 川 町 議 会 だ よ り
決

算

審

査

決

算

認

定

一

般

質

問

丸
山　

Ｉ
Ｔ
・
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い

て
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
整
備
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に

対
応
す
る
職
員
の
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
の
向

上
と
専
門
的
な
課
題
に
対
応
で
き
る

Ｉ
Ｔ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
設
置
に
つ
い

て
伺
う
。

町
長　

国
が
進
め
る
デ
ジ
タ
ル
化
の

推
進
は
、
自
治
体
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
計
画
と
し
て
示
し

て
い
る
。
本
町
に
お
い
て
も
デ
ジ
タ

ル
化
の
推
進
を
図
る
た
め
組
織
の
強

化
と
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
を
持
つ
職
員
の
育

成
は
急
務
。
来
年
度
以
降
の
体
制
と

し
て
は
、
情
報
政
策
部
門
の
評
価
と

各
課
か
ら
情
報
技
術
に
た
け
て
い
る

職
員
を
選
出
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
担
当
職
員

と
し
て
任
命
し
横
断
的
・
全
庁
的
に

取
り
組
ん
で
い
く
。

　

Ｉ
Ｔ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
設
置
に
つ

い
て
は
、
職
員
を
育
成
す
る
と
と
も

に
外
部
人
材
を
活
用
す
る
と
い
う
観

点
で
は
Ｉ
Ｔ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
限
ら

ず
必
要
性
、
支
援
内
容
を
含
め
最
適

な
方
法
を
検
討
し
た
い
。

丸
山　

Ｉ
Ｔ
関
連
資
格
を
も
つ
職
員

は
ど
の
く
ら
い
い
る
か
。

町
長　

Ｉ
Ｔ
関
連
資
格
に
つ
い
て
把

握
し
て
い
な
い
が
、
人
事
ア
ン
ケ
ー

一般質問とは
　議員が町の一般事務に対し、その執行状況や将来の方針、政策提言や行政課題等
を執行者に直接質すものです。
　住民の代表である議員にだけ与えられた権利です。
　広川町では、１人あたりの持ち時間は答弁含めて60分です。

ト
に
よ
る
と
２
名
の
職
員
が
保
有
、

工
業
高
校
の
情
報
技
術
科
を
卒
業
し

た
も
の
が
２
名
。

丸
山　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
サ
ポ
ー
ト

保
守
の
費
用
も
含
ま
れ
て
い
る
か
。

町
長　

金
額
が
高
額
と
い
う
話
も

あ
っ
た
が
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
で
保
守

点
検
が
一
番
安
く
上
が
っ
た
と
い
う

こ
と
で
、
今
後
に
つ
い
て
は
保
守
点

検
の
ほ
う
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ

く
。

丸山　幸弘�議員

ＩＴ推進

Q�

デ
ジ
タ
ル
化
政
策
に

　
　
　
　
　
　
　

つ
い
て

A 

全
庁
的
に
取
り
組
む

議会情報は
　　こちら


